
①地域移行生活者の増加

区　　分

②施設入所者の削減数

　平成29年度末の入所者数が、平成25年度末時点の施設入所者数である71人区　　分

　を超えない。

平成30年度 令和元年度 令和２年度

1人 1人 人

71人 72人 人

平成30年度 令和元年度 令和２年度

見込量 23人 23人 23人

実績値 22人 18人 人

見込量 95人 101人 107人

実績値 95人 104人 人

見込量 2人 2人 2人

実績値 0人 0人 人

見込量 73人 73人 72人

実績値 71人 72人 人

施設入所支援の利用者数
※施設入所者数の削減

区　　　　　分

①地域生活移行者数

②施設入所者数

地域生活移行者数

目標値

【活動指標等の一覧】

区　　　　　分

就労移行支援の利用者数

共同生活援助(グループホー
ム)の利用者数

地域移行支援・地域定着支
援の利用者数

第５期障害福祉計画　目標等管理シート

目標値

計
画
(Ｐ)

↓

実
施
(Ｄ)

成果目標 　１ 施設入所者の地域生活への移行

主な
活動指標
（内　容）

【令和２年度末までの目標】

【実績値】

目標値設定の考え方

削減見込者数
72人を
超えない

平成28年度末時点の施設入所者数(72人)
を超えないことを基本とする。

目標値 目標値設定の考え方

平成28年度末時点の施設入所者数(72人)のう
ち、３人がグループホーム等へ移行すること
を基本とする。

３人
（4.2％）

改善（Ａ）

【次年度における取組等】

引き続き、施設訪問時等に関係
者や施設入所者本人の意向確認
を図る中、本人や家族の意向を
十分尊重しながら、地域移行へ
の取組に努める。

引き続き、施設訪問時等に関係
者や施設入所者本人の意向確認
を図る中、本人や家族の意向を
十分尊重し、利用者の状況を把
握しながら、地域移行への取組
に努める。

地域移行については、関係機関
等における努力の結果、一定の
成果があった。今後は市として
地域移行者の情報等を把握する
など関係機関と連携をとり支援
の取組を進めていただきたい。

平成30年度

令和元年度

令和２年度

区　　分

施設入所者の中には高齢により
地域移行できない方もいるの
で、数値目標については移行し
たいという利用者の状況をつか
んで決定をすべきである。

評価（Ｃ）

【目標等を踏まえた評価や改善方法】

地域生活への移行者が１名、死
亡等による退所者が３名あり、
入所希望者２名が入所できたこ
とから、施設入所者数は目標値
を下回った。引き続き地域相談
事業所と連携を図る中で、地域
移行支援への取組を進めたい。

地域生活への移行者が１名、介
護サービス付き住宅1名の退所者
が2名あり、入所希望者3名が入
所できたことから、施設入所者
数は目標値と同等であった。引
き続き地域相談事業所と連携を
図る中で、地域移行支援への取
組を進めたい。

協議会等意見

【評価等に対する意見】

資料 ４－３



年　度

改善（Ａ）

【評価等に対する意見】 【次年度における取組等】

令和元年度

令和２年度

評価（Ｃ）

目標値設定の考え方

地域生活支援拠点等を整備することについて、立川基地
跡地の国有地を活用するとともに、市内にある様々な障
害のある人を支える資源の活用や連携を図るため、これ
までの検討を踏まえ、引き続き、整備に向けた具体的な
検討を行い、関係機関との調整を図る。

平成30年度

国有地を活用しての面的整備の
進展がなかったことを踏まえ、
国有地以外で不足する施設の整
備の検討も必要となり、今後具
体的な方向性について検討し、
情報提供に努めていただきた
い。

地域生活支援拠点等の整備に向
け、引き続き、庁内関係部署や
関係機関との調整等に努め、不
足している障害者施設について
は、市有地等を活用しての整備
を具体的に検討し、情報提供等
適切に行う。

令和元年度

国有地の活用ができなくなった
が、プロジェクトで考えている
必要な施設の整備を後退させな
いで欲しい。不足している施設
の整備については優先順位をつ
けて具体的に協議していくこと
が必要である。

地域生活支援拠点等の整備に向
けては、引き続き庁内関係部署
との調整等に努め、市有地等を
利用した施設整備の方向性を具
体的に示し、施設においても不
足している施設を優先しつつ計
画を進めて協議会等に諮ること
が出来るよう取り組む。

区　　分
協議会等意見

【目標等を踏まえた評価や改善方法】

取　　組　　内　　容

障害者地域支援協議会のプロジェクトチームにおいて、昭島市にお
ける地域生活支援拠点等の面的整備に向けて集約された課題を踏ま
えて、立川基地跡地の国有地を活用しての地域生活支援拠点等の面
的整備における１つの機能として整備することについて検討を進め
た。また、不足している障害者福祉施設の整備についても検討を進
めた。

平成28年度から検討していた立川基地跡地の国有地を活用しての
地域生活支援拠点等の整備について、市として国有地の活用を検討
してきたが、国の補助金の確保や土地価格の高騰により法人の参入
に困難性があることを考慮した結果、活用を見送り、今後は市有地
を利用しての面的整備の検討を進め、不足している障害者福祉施設
の整備を含めて検討を進めていく。

第５期障害福祉計画　目標等管理シート

成果目標 　2 地域生活支援拠点等の整備

計
画
(Ｐ)

↓

実
施
(Ｄ)

目標値

【令和２年度末までの目標】

平成30年度

目標値

設置に向けた検討

昭島市として不足している障害者
施設の整備について、国有地の活
用についての具体的な進展はな
かった。市有地の活用も含めて施
設整備に向けて、市の財政状況等
も踏まえる中で、引き続き具体的
な検討を進める。

昭島市として不足している障害者
施設の整備について、国有地の活
用については断念をした。今後
は、市有地の活用も含めて施設整
備に向けて、市の財政状況等も踏
まえる中で、引き続き具体的な検
討を進める。

主な
活動指標
（内　容）

【活動内容】

令和２年度



年　度

令和２年度

平成30年度

精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステム構築推進連携会議を設
置することができた。今後は、保
健、医療、福祉関係に関する事業
者、行政機関の連携を図り、当該
関係者による協議の場として、ど
のような支援が可能か検討を進め
る。

精神障害にも対応した地域包括
ケアシステム構築推進連携会議
を設置することができた。今
後、市において具体的な検討を
進めていただき、検討した内容
等については、情報提供に努め
ていただきたい。

協議の場の設置により、保健、
医療、福祉関係に関する事業
者、行政機関の連携を図り、地
域生活の中で障害者が抱える課
題への検討をして支援体制の整
備をしていく。

令和元年度

協議の場として、事務連絡会６
回、事例検討会５回、学習会２回
を既存の会議を活用した中で関係
機関の連携と情報共有を図った
が、アウトリーチ等の具体的な取
組までには至っていない状況であ
る。

協議の場として、事業所だけで
なく、家族や当事者が参加でき
る機会も必要と感じる。また市
の保健師等による訪問が地域包
括支援システムの構築につなが
ると考えられる。

協議の場の設置により、保健、
医療、福祉関係に関する事業
者、行政機関、また当事者やそ
の家族との連携を図り、地域生
活の中で障害者が抱える課題に
ついて保健師等による訪問等の
支援のなかで医療機関と地域と
の連携に繋げていく支援体制を
整備する。

保健、医療、福祉関係者による協議の場として、業務連絡会を６
回、事例検討会を５回開催して、関係機関との連携を図った。

令和２年度

区　　分
評価（Ｃ） 協議会等意見 改善（Ａ）

【目標等を踏まえた評価や改善方法】 【評価等に対する意見】 【次年度における取組等】

第５期障害福祉計画　目標等管理シート

成果目標 　３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

計
画
(Ｐ)

↓

実
施
(Ｄ)

目標値

【令和２年度末までの目標】

目標値 目標値設定の考え方

設置
保健、福祉関係者等で行っている精神保健福祉業務連絡
会を再構築し、医療関係者も携わる中で、協議の場の設
置に向けて検討する。

主な
活動指標
（内　容）

【活動内容】

取　　組　　内　　容

平成30年度
保健、医療、福祉関係者による協議の場として、従来の精神保健福
祉業務連絡会及び事例検討会を再構築し、障害者にも対応した地域
包括ケアシステム構築推進連携会議を設置した。

令和元年度



①就労移行支援事業所等を通じて、平成32年度に一般就労に移行する者の数

区　　分

②就労移行支援事業の利用者数

区　　分

　を超えない。

③就労移行支援事業所の就労移行率

区　　分

　を超えない。

④就労定着支援による職場定着率

区　　分

　を超えない。

平成30年度 令和元年度 令和２年度

7人 5人 人

22人 18人 人

50% 0% %

- 80% %

平成30年度 令和元年度 令和２年度

見込量 23人 23人 23人

実績値 22人 18人 人

見込量 3人 3人 3人

実績値 2人 9人 人

第５期障害福祉計画　目標等管理シート

基本指針の目標 　４ 福祉施設から一般就労への移行等

計
画
(Ｐ)

↓

実
施
(Ｄ)

目標値

【令和２年度末までの目標】

目標値 目標値設定の考え方

一般就労移行者数
12人

（1.3倍）

主な
活動指標
（内　容）

【活動指標等の一覧】

区　　　　　分

就労移行支援の利用者数

平成32年度に福祉施設を退所して一般就労す
る人数

目標値

区　　分

目標値設定の考え方

目標年度の就労移行支
援事業の利用者数

23人
（1.2倍）

平成32年度末における就労移行支援事業を利
用者数

協議会等意見 改善（Ａ）

②就労移行支援事業を利用する人数

評価（Ｃ）

目標値 目標値設定の考え方

就労移行率 50%
就労移行支援事業所のうち、就労移行率が３
割以上の事業所を全体の5割以上にすることを
目指します。

令和２年度

平成30年度

各事業所の取組により、一定
者数を一般就労へ移行するこ
とができた。引き続き、地域
支援協議会の就労支援部会と
も連携を図る中で、一般就労
者の増加につなげていきた
い。

各事業所の取組については、一
定の成果があったと理解でき
た。今後は、事業所だけの取組
だけではなく、市としても事業
所に対しての後押しできるよう
な内容を検討していただきた
い。

各事業所において、引き続き取
組を継続し、市においても就労
支援部会と連携を図るととも
に、企業との関わりなどのサ
ポートに努め、一般就労者の増
加に向けた取組を進める。

令和元年度

平成30年度と比較して一般
就労への移行人数、移行支援
利用人数とも減少した。引き
続き、地域支援協議会の就労
支援部会とも連携を図る中
で、一般就労者の増加につな
げていきたい。

国の目標設定として就労移行支
援事所を通しては5人であった
が、市の独自の就労支援事業で
は24人が一般就労へ就職ができ
た。就労移行支援事業と合わせ
て記載している区もあるので検
討してほしい。

各事業所において、引き続き取
組を継続し、市においても障害
者雇用について取り組むととも
に就労支援センターとの連携を
図り、一般就労者の増加に向け
た取組を進める。

【実績値】

区　　　　　分

①福祉施設を退所して一般就労する人数

④就労定着支援利用者の１年度後の職場
　定着率の割合

【目標等を踏まえた評価や改善方法】 【評価等に対する意見】 【次年度における取組等】

③利用者の就労移行率が３割を超える
　就労移行支援事業所の割合

就労定着支援の利用者数

目標値 目標値設定の考え方

職場定着率 80%
就労定着支援による支援開始から1年間の職場
定着率を８割以上にすることを目指します。



①児童発達支援センターの設置

②保育所等訪問支援の体制整備

　を超えない。

③重症心身障害児の支援体制の整備

　を超えない。

④医療的ケア児支援のための関係機関等の協議の場の設置

　を超えない。

年度

第１期障害児福祉計画　目標等管理シート

基本指針の目標 　１ 障害児支援の提供体制の整備等

計
画
(Ｐ)

↓

実
施
(Ｄ)

目標値

【令和２年度末までの目標】

主な
活動指標
（内　容）

【活動内容】

平成32年度末までに、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の
関係機関が連携を図るための協議の場の設置について検討する。

設置に向けた検討

昭島市児童発達支援センター事業詳細計画に基づき、児童発達支
援センターの整備を進める。

目標値設定の考え方

目標値設定の考え方

児童発達支援センターの開設時に、保育所等訪問支援事業の実施
を目指す。

目標値設定の考え方

1か所以上の設置

取　　組　　内　　容

目標値設定の考え方目標値

令和２年度

重症心身障害児を支援する通所施設が１か所設置されていること
を踏まえ、引き続き、身近な地域で支援を受けることができるよ
う努める。

平成30年度

重症心身障害児を支援する通所
施設の１か所については、市で
はなく、事業者が設置している
ものである。１か所以上の設置
が求められている中、市として
重症心身障害児の理解を深める
ため、事業所と具体的な話し合
いの場を持ち、設置に向けて努
力していただきたい。

重症心身障害児の支援体制整備に
向けて身近な地域で支援が受けら
れるように事業所と連携して具体
的な話し合いの場を持ち検討を進
めるとともに医療的ケア児に対し
ても理解を深め、医療機関との連
携の体制について検討を進める。

令和元年度

重症心身障害児を支援する事業
所については、1か所以上となっ
ているので更なる設置に向けて
取り組んでほしい。また医療的
ケア児の協議の場の設置に向け
ての具体的な取り組み内容が見
えてこない。

重症心身障害児の支援体制整備に
向けては、１か所以上の設置に向
け、事業所と連携して具体的な話
し合いの場を持ち検討を進める。
医療的ケア児の協議の場の設置に
向けては、庁内部署との連携を固
めつつ、医療機関との連携体制に
ついて検討を進める。

児童発達支援センター「子ども発
達プラザ　ホエール」の設置につ
いて、令和２年４月の開設に向け
て準備を進めた。また開設に合わ
せて、保育所等訪問支援事業の実
施を開始する予定である。重症心
身障害児の支援については、１か
所設置をしており、医療的ケア児
については、引き続き庁内にて検
討を進めていく。

児童発達支援センター「子ども発
達プラザ　ホエール」が令和2年
4月に開設し、保育所等訪問支援
事業の実施を開始した。重症心身
障害児の支援については、１か所
設置をしており、医療的ケア児に
ついては、引き続き庁内にて検討
を進めていく。

区　　分
協議会等意見

平成30年度

目標値

設置

目標値

実施

目標値

昭島市児童発達支援センター事業詳細計画(平成28年３月）に基づ
き、設置・運営する社会福祉法人と連絡調整を図る中で、「子ども
発達プラザ　ホエール(児童発達支援センター）」として令和２年４
月の開設に向け準備を進めた。

令和2年4月に「子ども発達プラザ　ホエール(児童発達支援セン
ター）」として開設した。開設に伴い、設置事業者により、保育所
等訪問支援事業を実施することになった。また、重症心身障害児の
支援体制として放課後ディサービス及び児童発達支援事業所1か所と
引き続き連携をした。

令和元年度

令和２年度

改善（Ａ）

【評価等に対する意見】 【次年度における取組等】

評価（Ｃ）

【目標等を踏まえた評価や改善方法】

資料 ４－４


